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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　液体硫黄及び炭素を混合することによって得られる可塑化硫黄製品であって、該液体硫
黄の少なくとも一部が可塑化されている、可塑化硫黄製品。
【請求項２】
　酢酸アミルと、液体硫黄及び炭素とを混合することによっても得られる、請求項１に記
載の可塑化硫黄製品。
【請求項３】
　炭素を約０．２５％超の重量パーセント濃度で加える、請求項２に記載の可塑化硫黄製
品。
【請求項４】
　炭素を約０．２５％～約１．０％の重量パーセント濃度で加える、請求項２に記載の可
塑化硫黄製品。
【請求項５】
　炭素を約０．４％～約０．８％の重量パーセント濃度で加える、請求項２に記載の可塑
化硫黄製品。
【請求項６】
　酢酸アミルを約０．８％超の重量パーセント濃度で加える、請求項２に記載の可塑化硫
黄製品。
【請求項７】
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　酢酸アミルを約０．１％～約１．５％の重量パーセント濃度で加える、請求項２に記載
の可塑化硫黄製品。
【請求項８】
　酢酸アミルを約０．２％～約０．４％の重量パーセント濃度で加える、請求項２に記載
の可塑化硫黄製品。
【請求項９】
　液体硫黄を炭素と混合し、該硫黄を重合させる、硫黄の可塑化方法。
【請求項１０】
　硫黄を約１２０℃～約１５０℃の温度に維持する、請求項９に記載の硫黄の可塑化方法
。
【請求項１１】
　可塑化硫黄を固体粒子になるまで冷却することを更に含む、請求項９に記載の硫黄の可
塑化方法。
【請求項１２】
　固体粒子が１７５°Ｆ未満の温度で凝集を示さない、請求項１１に記載の硫黄の可塑化
方法。
【請求項１３】
　（ａ）炭化水素をベースにした材料；
（ｂ）微細無機成分；及び
（ｃ）請求項１に記載の可塑化硫黄製品；
を含む物質を混合することによって得られる、硫黄が豊富な舗装用バインダー。
【請求項１４】
　可塑化硫黄を少なくとも６０％の重量パーセンテージで混合物に組み込む、請求項１３
に記載の硫黄が豊富な舗装用バインダー。
【請求項１５】
　微細無機成分が、フライアッシュ、シリカ材料、及びそれらの混合物からなる群の材料
の少なくとも１つを含む、請求項１３に記載の硫黄が豊富な舗装用バインダー。
【請求項１６】
　可塑化硫黄を約７０％の重量パーセンテージで混合物に組み込み、炭化水素をベースに
した材料を約１５％の重量パーセンテージで混合物に組み込み、及び微細無機成分を約１
５％の重量パーセンテージで混合物に組み込む、請求項１３に記載の硫黄が豊富な舗装用
バインダー。
【請求項１７】
　バインダーが固体粒子に成形されている、請求項１３に記載の硫黄が豊富な舗装用バイ
ンダー。
【請求項１８】
　固体粒子が１７５°Ｆ未満の温度で凝集を示さない、請求項１７に記載の硫黄が豊富な
舗装用バインダー。
【請求項１９】
　（ａ）請求項１に記載の可塑化硫黄製品；及び
（ｂ）炭化水素をベースにした材料；
を含む物質を混合することによって得られる舗装用製品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
（発明の背景）
１．発明の分野
　本発明は一般的に、舗装用バインダー組成物において使用することができる可塑化硫黄
材料及びこのような組成物の製造方法に関する。より詳細には、本発明は、その後にアス
ファルト及び骨材に加えることができる可塑化硫黄組成物の製造に関する。この可塑化硫
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黄材料は、それが加えられるアスファルトとは独立して製造することができ、そして改変
アスファルトをベースにした舗装用バインダーの製造にアスファルトが入手可能な場所に
輸送することができる。更に、アスファルト、より詳細には、高品質アスファルトが容易
に入手できない遠隔地のために、この可塑化硫黄材料をアスファルト及び微細無機成分と
混合し、広範囲の周囲温度内で非流動性を保持するであろう、使用可能なアスファルトを
ベースにしたバインダーを製造することができる。本発明はまた、可塑化硫黄組成物の製
造方法及びこれらの組成物を含み、アスファルトをベースにした舗装用バインダーに関す
る。
【背景技術】
【０００２】
２．関連技術
　舗装用材料には通常、バインダー及び骨材が含まれる。バインダーは典型的には舗装用
材料の中では少数成分であるが、その寿命及び性能に関連する舗装特性の大部分は、バイ
ンダーの性質に依存する。
【０００３】
　バインダー成分は一般的には、種々の添加剤を含み得る、アスファルトをベースにした
組成物である。アスファルトは、固体、半固体又は液体コンシステンシーを有し、その中
の主要成分が、それ自体自然界に存在するか又は石油精製中に残渣として得られるビチュ
ーメンである、暗褐色乃至黒色のセメント質材料と表現される。多孔質の岩石内にアスフ
ァルトが存在する天然埋蔵物は、ロックアスファルト又はタールサンドとして知られる。
石油アスファルトは、石油の蒸留中に得られる残渣の一部である。特に、アスファルトセ
メントは、舗装用、産業用、及び特殊用途の規格に合うように精製される石油アスファル
トである。
【０００４】
　舗装用材料の骨材成分は典型的には、段階的な断片として混合に使用される、任意の硬
くて不活性な無機物である。骨材成分には、砂、砂利、砕石、サンゴ、及びスラグが含ま
れる。舗装用材料用バインダーとしてのアスファルトの使用における限界の１つは、広範
囲の周囲温度内で、それが軟化及び流動することである。この限界により、このタイプの
通常のアスファルトをベースにした材料の輸送が困難となり、また重大な環境問題がもた
らされ得る。更に、周囲温度においてでさえ、アスファルトには軟化する傾向があるため
、種々の添加剤を組み込むことによってアスファルトを改変することは、昔から当技術分
野では知られてきた。アスファルト添加剤は典型的には、周囲温度でバインダー材料の流
動性を低くするために使用される。
【０００５】
　硫黄は、少数バインダー成分としてバインダー中に組み込むような添加剤の１つである
。しかしながら、アスファルトと硫黄との混合は、多くの問題を提起する。硫黄がアスフ
ァルトを有効に改変するために、硫黄は、有効に可塑化されるか又は重合されなければな
らない。硫黄を加熱アスファルトと混合するときにこの可塑化が起こり得る。しかしなが
ら、硫黄の可塑化に関する問題が、液体硫黄、液体アスファルト及び骨材を混合するとき
にしばしば生じる。
【０００６】
　ある混合物では、可塑化硫黄の不均一な分散を引き起こす傾向があるそれぞれの密度の
違いのために、硫黄とアスファルトとが分離し得る。結果として、バインダーの硫黄欠乏
部分は、その後アスファルトの軟化性及び流動性を保持する。バインダーの硫黄欠乏部分
の存在により、アスファルトのバインダーとしての全体的有効性が減少するばかりではな
く、バインダーの取扱い及び輸送が依然として難しい状態にある。硫黄をアスファルト中
に均一に分散させておくために、ジシクロペンチジエン及びヘプタンなどの化学物質もま
た使用されてきた。更に、破砕石灰岩もこの目的のために使用されてきた。しかしながら
、カルシウムをベースにした材料の使用が、舗装寿命に悪影響をもたらす硫化カルシウム
及び多硫化カルシウムの形成をもたらす。
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【０００７】
　更に、液体硫黄、液体アスファルト及び骨材を同時に又は殆ど同時に混合する場合には
、他の成分と一緒のときでさえ、硫黄の可塑化に関する更なる問題が起こり得る。詳細に
は、アスファルトによって完全に可塑化される前に、液体硫黄の一部が骨材と反応する場
合、非可塑化硫黄は、その可塑化反応を完了するよりもむしろ骨材と結合する。この非可
塑化硫黄は、全体の材料の強度を強めるよりもむしろ弱めるように働く。
【０００８】
　最終の硫黄で改変したアスファルトバインダーがうまく製造される場合でさえ、この方
法では、現場で液体硫黄を取扱う必要がある。液体硫黄の存在により、環境的懸念及び材
料取扱いの懸念が生じる。
【０００９】
　硫黄が豊富なバインダーは、舗装用材料の品質及び寿命に悪影響を及ぼし得ると長い間
考えられてきた。更に、硫黄は、バインダー中の硫黄量がある限界を超えた場合には、バ
インダー材料のコストを高すぎて手が出なくなる点まで許容できない程に上昇させる成分
であると見なされてきた。
【００１０】
　舗装用バインダーにおける添加剤としての硫黄の使用に関する経済上の考慮のほかに、
アスファルトの使用もまた、経済的要因に関連する。例えば、舗装用バインダーにおいて
アスファルトを主要成分として使用することは、しばしば変動する石油生産パターンによ
って悪影響を受ける。更に、石油供給の制限により、アスファルトが主要成分である舗装
用バインダーの継続性が長期的に脅かされる可能性がある。石油製品の有益な利用は、舗
装用バインダーにおいてアスファルトを多数成分として使用することに悪影響を及ぼす別
の因子である。例えば、米国における舗装されたハイウェイおよび道路の維持、修理及び
保護に、毎年約３千万トンのアスファルトセメントが必要である。アスファルトセメント
は石油精製における残渣であり、ある種の石油精製残渣は、アスファルトセメントの生産
のためにのみ経済的に利用できたので、アスファルトセメントは過去においては合理的な
コストで入手可能であった。しかしながら、現在では、より高いパーセンテージの石油が
、他のより有益な形態の石油製品の生産のために利用される。この傾向は続くので、アス
ファルトセメントの価格は、一定の需要の下でさえ上昇すると予測される。この予想は、
過去３２年間にわたるアスファルトセメントの平均価格の展開(evolution) よって支持さ
れる。この期間中に、価格は約２３ドル／トン（１９６８年）から約１５２ドル／トン（
２０００年の２月まで）まで上がり、伸び率は約５６１％である。しかしながら、アスフ
ァルトセメントの代わりになり得る経済的な舗装用バインダーは現在存在せず、また高価
格のアスファルト舗装用バインダーに有効に取って代わることができる低価格のアスファ
ルト舗装用バインダーは存在しないと一般的に認識されている。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　従って、アスファルトと容易に混合してアスファルトを有効に改変することができる、
固体の予め可塑化した硫黄を提供することができることが必要である。このような予め可
塑化した硫黄改変剤は、非可塑化硫黄が舗装用材料を弱めることを懸念することなく、バ
インダー製造の複雑性を減少し、液体アスファルトと同時に液体硫黄を取扱う必要性をな
くし、及びバインダーの均一性を増加させることができる。更に、より小さいサイズの、
粘着性がなく、流動性がなく、及び融解性がない材料の形態である、固体の予め可塑化し
た硫黄添加剤材料を輸送することが可能になることにより、予め可塑化した硫黄添加剤材
料を、アスファルトと容易に混合して特別プロジェクトの規格として許容できる材料を製
造することができる場所に送達することが容易になる。予め可塑化した硫黄を組み込み、
固体で、粘着性がなく、流動性がなく、及び融解性がない形態を広範囲の周囲温度で維持
するバインダー添加剤を製造することが望ましく、その結果、このようなバインダー添加
剤を、一般の固体の通常の輸送手段によって、長距離にわたり便利にも輸送することがで
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きる。
【００１２】
　従って、やはりアスファルトを利用するが、アスファルト単独よりも高性能を提供する
、改良舗装用バインダーもまた必要である。これらの舗装用バインダーは、添加剤をアス
ファルトに組み込むことによって容易に製造されるべきである。これらの添加剤材料は以
下の特徴を含むであろう。第１に、これらの添加剤材料は、更なる反応又は改良の必要も
なく使用できる状態になる。これらの添加剤材料はまた、貯蔵及び輸送が達成される広範
囲の周囲温度内で粘着性がなく、流動性がなく、及び融解性がない形態で製造することが
できる。これらの粘着性がなく、流動性がなく、及び融解性がない性質を有する添加剤材
料は、周囲温度で柔らかくなって流動する他の形態のバインダーの放出及び流出に由来す
る汚染問題を避けながら、長距離にわたり便利にも輸送することができる。第２に、利用
する場合に、これらの添加剤材料は、最終舗装用バインダー中のアスファルト量を実質的
に減少させて石油依存状態及びコストを下げるべきである。第３に、舗装用バインダーに
使用される添加剤は、直接であれ他のバインダー成分と組合せる場合であれ、舗装の品質
及び寿命に悪影響を与えることが知られている成分を実質的に組み込むべきではない。
【００１３】
　組成物は広範囲の周囲温度にわたり固体で、粘着性がなく、流動性がなく、及び融解性
がない形態を維持するので、硫黄が多数成分であって、遠隔地に容易に輸送することがで
きる、完成した可塑化硫黄にアスファルトをベースにしたバインダーを加えた組成物を製
造することもまた望ましい。この材料はまた、舗装の性能及び強度に改良を与えるべきで
ある。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
（発明の簡単な概要）
　本発明は、当技術分野の現在の状態、特に、今まで解決されなかった問題及び必要性に
対応して開発された。
【００１５】
　本明細書で具体化され、広範に記載された本発明によれば、液体硫黄は、炭素を少なく
とも０．２５％の濃度で添加することによって可塑化され、可塑化硫黄は、少なくとも約
０．０８％の濃度の酢酸アミルで更に処理し、より一層取扱いやすい可塑化硫黄添加剤を
製造することができる。一旦可塑化硫黄を製造すれば、それを、使用可能な固体粒子、典
型的には、ペレット又はブリケットなどの小粒子に成形することができる。これらの固体
粒子は、広範囲の周囲温度内の温度で、流動又は融解せず、そして粘着しないので、その
結果として、任意の所定の場所に容易に輸送することができ、そこで、それらを加熱アス
ファルトセメントと混合して、改変したアスファルトをベースにしたバインダーの加熱混
合(hot mix)舗装用材料を製造することができる。
【００１６】
　同様に、一旦製造されれば、可塑化硫黄を多数成分として、アスファルトをベースにし
た材料及び微細無機成分（フライアッシュ又は微細シリカなど）と（直ちに、又は固体粒
子に成形した後に）混合して、完全なバインダー材料を製造することができ、その硫黄が
豊富なバインダー材料はそれ自体を使用可能な固体粒子、典型的には、ペレット又はブリ
ケットなどの小粒子に成形することができる。この硫黄が豊富な固体バインダー材料は、
広範囲の周囲温度内の温度で、流動または融解せず、そして粘着しない。結果として、硫
黄が豊富な固体バインダーを、任意の所定の場所に容易に輸送することができ、そこで、
液体アスファルト又は液体硫黄のいずれかを輸送する必要もなく任意の所定の骨材とそれ
を混合することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　本発明の、これらの目的及び他の目的、特徴、及び利点は、以下の記載、図面、及び添
付の特許請求の範囲からより完全に明白になるであろうし、又は、以下に記載の本発明の
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実施によって習得するであろう。
【００１８】
（図面の簡単な説明）
　上記のことが説明した通りに本発明の他の利点及び目的が得られるように、上で簡単に
記載した発明のより詳細な説明を、添付図面において図示する本発明の特定の実施態様を
参照することにより表現する。これらの図面は、本発明の典型的な実施態様のみを表現し
ており、それゆえ本発明の範囲を限定するものであると考えるべきではないことを理解し
て、添付図面を使用することによって更に明細に及び詳細に本発明を記載し及び説明する
。
【００１９】
（好ましい実施態様の詳細な説明）
　本発明は、改良したアスファルト又は炭化水素をベースにした舗装用バインダーを製造
するために用いることができる可塑化硫黄添加剤の製造及び使用に関する。本発明の可塑
化硫黄添加剤は、液体硫黄を可塑化（又は重合化）するのに役立つ炭素を添加することに
よって製造される。更に、可塑化硫黄の取扱い及び臭気の特徴を改良するために、酢酸ア
ミルを組成物に加えることもできる。次いで、この可塑化硫黄は、混合サイクル間に、骨
材、砂又は他の材料と共に、種々の濃度のアスファルトをベースにした材料と混合し、所
望の製品の特徴を作り出すことができる。一旦作れば、広範囲の周囲温度内における可塑
化硫黄添加剤の流動性がなく、融解性がなく、及び粘着性がない性質のために、周囲温度
で貯蔵及び輸送に適した、製品の、パステル(pastilles)、スレート、ペレット、チップ
、ブリケット又は他の小型形態に可塑化硫黄添加剤を成形することができる。このことに
よって、個々のパステル、スレート、ペレット、チップ又はブリケットが融合し又はそう
でなければ一緒に粘着して、単一の、扱いにくい製品の塊が作り出されることを懸念する
ことなく、固体製品を積み重ねるか又は山積みにすることが可能となる。本発明の完成可
塑化硫黄添加剤は、製造地又は遠隔部に貯蔵することができ、輸送して、積み重ねて又は
袋、タンク、及び樽などの容器内に貯蔵することができる一方で、完成品の個々の小型形
態はばらばらで粘着性がないままであり、液体硫黄であれば発生する放出が避けられる。
【００２０】
　図１は、本発明の舗装用バインダーにおいて使用される可塑化硫黄添加剤材料の製造方
法の１つの可能な好ましい実施態様のフロー図を模式的に示す。この実施態様では、可塑
化硫黄添加剤材料は硫黄（混合タンク１０２中に入れられており、加熱されて液体硫黄を
形成する）；炭素（容器１０４中に供給材料として貯蔵されている）；及び酢酸アミル（
容器１０６中に供給材料として貯蔵されている）を含む。容器１０４及び１０６は、それ
ぞれ炭素及び酢酸アミルの貯蔵及び送達のために適切に設計されており、混合タンク１０
２が、その中で硫黄、炭素及び酢酸アミルの混合を可能とするために適切に設計されてい
ることは当然のことである。従って、硫黄の融点は周知であり、適切な温度でこれらの物
質を融解して保ち、そしてそれらを混合する装置もまた当技術分野で周知であるので、こ
れらのタンクには、撹拌機及び加熱システム（それらは、図１に表された実施態様中には
示されていない）を備えることができる。
【００２１】
　１つの実施態様では、利用する硫黄は、例示であって限定ではないが、好ましくは硫黄
元素であり、それは商用銘柄で、結晶又は無定形であり得る。例示であって限定ではない
が、本発明の組成物及び方法に適切な硫黄を提供する供給源には、１次硫黄供給源及び回
収硫黄供給源が含まれる。カーボンブラックとしても知られる炭素もまた、多数の供給源
から入手可能である。１つの現在好ましい実施態様では、再度言うが例示であって限定で
はないが、天然の採掘されたカーボンブラックで見出される粒子タイプ又は繊維タイプの
炭素材を使用してもよい。更に、炭素の他の可能な供給源は、燃焼中に作られる物質など
の製造炭素、又は合成的に反応した炭素である。このような炭素の例には、天然炭素材、
燃料残渣材、及びバッキーボールとして知られる炭素６０～炭素６９が含まれる。
【００２２】
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　同様に、酢酸アミルは、市販の形態で容易に入手可能であり、１つの実施態様では、比
較的純粋な形態の酢酸アミルが最も好ましいが、酢酸含有有機化合物を含む他の化合物と
共に、硫黄に加えた酢酸アミルを用いることが本発明の範囲内であることを当業者は認識
するであろう。
【００２３】
　図１に示した本発明の１つの実施態様では、混合タンク１０２に入れられた硫黄は好ま
しくは、硫黄を液状にする又は保つために十分な温度、例えば、約１２０℃～約１５０℃
に維持される。硫黄が混合タンク１０２に固体状として送達されるか又は液状として送達
されるかは、単純に便利さの問題である。当技術分野において公知であるが、液体硫黄な
どの流体物質は、パイプ中で適切な温度及び圧力条件を維持することによって、このよう
な流体として循環することができる。これらの条件は、これらの液体が循環するパイプを
適切に断熱するか、又は熱トレースをすることによって大部分の環境で達成される。同じ
ゴールを達成するために採用することができる他の手段は当技術分野で周知である。
【００２４】
　容器１０４から炭素を少なくとも約０．２５％の濃度で混合タンク１０２に加える。約
０．２５％を超えるどの濃度のカーボンブラックでも、硫黄に対して所望の重合効果を生
じ得るが、過剰の炭素は全体のバインダーコストを増加させ得る。結果として、好ましい
炭素濃度は約０．２５％～約５％であり、より好ましい濃度は約０．２５％～約１．０％
であり、より一層好ましい濃度は約０．４％～約０．８％である。炭素は、硫黄との可塑
化反応を容易にする。更に、炭素によって、最終のアスファルトに骨材を加えた製品の紫
外光分解を防止するのを助ける紫外光シールドが作り出される。先に述べたように、この
パーセンテージは、最終の可塑化硫黄組成物における炭素の重量パーセントである。
【００２５】
　容器１０６に入れられた酢酸アミルは、好ましくは、硫黄／炭素混合物に加えられ、そ
してまた周囲温度に維持される。従って、容器１０６中の酢酸アミルを周囲温度範囲に保
持することが好ましい。この実施態様において、容器１０６から酢酸アミルもまた、混合
タンク１０２に供給されることを図１は示す。１つの実施態様では、製品から不要な臭気
を除去する又は少なくとも減少させるのを助け、それによってその全体の取扱いを改善す
るために、酢酸アミルを少なくとも約０．０８％の濃度で硫黄に加えることが好ましい。
先に述べたように、このパーセンテージは、最終の可塑化硫黄組成物における酢酸アミル
の重量パーセントである。約０．０８％を超えるどの濃度の酢酸アミルでも、可塑化硫黄
製品に所望の効果を生じ得るが、過剰の酢酸アミルは全体のバインダーコストを増加させ
得る。結果として、より好ましい濃度は約０．１％～約１．５％であり、より一層好まし
い濃度は約０．２％～約０．４％であろう。
【００２６】
　酢酸アミル及び炭素を添加する間（それは同時に又は任意の順番で起こり得る）、混合
タンク１０２中の液体硫黄は、酢酸アミル及び炭素が可塑化硫黄を作り終わった点で反応
が完了するまで、撹拌又は別の方法で混合される。明色から灰色又は黒（加える炭素濃度
に依存する）への液体硫黄の変化を目視観察することにより、反応の完了を決定する簡単
な方法が提供される。典型的に反応時間は、炭素及び酢酸アミルの両方を一旦加えてから
約０．５分間～約５分間であろう。
【００２７】
　更に、図１に示す工程の上記の説明はバッチ工程を示すが、連続工程でも同じ結果を生
じ、連続工程も本発明の範囲に包含されることを当業者は認識するであろう。
【００２８】
　一旦硫黄の可塑化が起これば、次いで可塑化硫黄を、アスファルトなどの炭化水素をベ
ースにした材料と直ちに混合して、所望の舗装、成形及び構造材料、又は複合バインダー
を製造するか、又は任意のタイプの比較的小さい固体粒子に成形し、後に所望のバインダ
ーを製造するために使用する任意の所定の場所に輸送することができる。これらの比較的
小さい固体粒子には、例示であって限定ではないが、貯蔵及び輸送に適した、製品の、パ
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ステル、スレート、ペレット、チップ、ブリケット又は他の形態が含まれる。１つの実施
態様では、完成した可塑化硫黄添加剤材料のこれらの形態は、より小さな扱いやすいサイ
ズを有する。例示だけであるが、１つの実施態様では、完成した可塑化硫黄添加剤材料は
、各ユニットが約０．２５ｉｎ２～約４ｉｎ２の範囲内の表面積を曝すようなサイズに作
られている。完成した可塑化硫黄添加剤材料の種々の他のサイズ及び形態を製造し得るこ
とが意図されている。
【００２９】
　図１はまた、例示であって限定ではないが、いかにして可塑化硫黄材料を、貯蔵及び輸
送に適した、完成舗装用バインダー製品の、例えば、パステル、スレート、ペレット、チ
ップ、ブリケット又は他の形態を含む種々の固体形態に成形することができるかを示す。
スレート及びチップは、図１に示す実施態様に従って、混合タンク１０２中で製造された
可塑化硫黄を冷却系１５０の中を通って循環させ、コンベヤー１５２によって輸送される
につれ、流体は堅くなって砕けやすい物質となり、次いで粉々になるか又は切り刻まれて
、上述のかなり小さいサイズを有するユニットを含む分離したユニットになることにより
成形される。パステルは、混合タンク１０２から得られた流体を、ロトフォーミング(rot
oforming)などの公知のパステル製造工程に供したり、並びにＡｃｃｕＤｒｏｐ及びＳａ
ｎｄｖｉｋロトフォーマー(rotoformer)の名前で知られる装置などのパステル製造装置で
処理することによって成形してもよい。ペレットは、混合タンク１０２から得られた流体
を、通常のペレタイザーによる処理に供することによって成形される。フレークは、混合
タンク１０２から得られた流体を、ゴム、複合材、又は金属ベルトなどの通常の装置によ
る処理に供することによって成形される。
【００３０】
　可塑化硫黄は、輸送のために小粒子に成形されようと、所望の材料を製造するためにア
スファルト成分に直ちに加えられようと、アスファルトと可塑化硫黄との配合工程は同じ
である。
【００３１】
　例示であって限定ではないが、アスファルトは、本発明に従い可塑化硫黄が混合される
好ましい炭化水素をベースにした材料であり、アスファルトセメントは、本発明の舗装用
バインダーの実施態様において使用される、炭化水素をベースにした材料の現在の好まし
い形態である。アスファルトセメントは、一般にＡＣ－ｘｘアスファルトという用語で略
記され、石油会社から提供されている。ＡＣアスファルトの説明中の「ｘｘ」という表記
は、アスファルトの粘度に関する数字を表している。ＡＣ－２０アスファルトおよびＡＣ
－１０アスファルトなどのアスファルトが、本発明の炭化水素をベースにした材料として
使用されるアスファルトの好ましい形態である。本発明の舗装用バインダー配合物の成分
として予想されるアスファルトの他の形態には、例示であって限定ではないが、ＡＣ－１
．７５、ＡＣ－２．５、ＡＣ－５、ＡＣ－３０、ＡＣ－４０、ＡＣ－８０、及びＡＣ－１
２０アスファルトが含まれる。本発明の舗装用バインダー配合物の成分として考えられる
他の炭化水素をベースにした材料には、例示であって限定ではないが、重質原油、燃料油
、並びに重質原油及び燃料油などの物質と上記のＡＣアスファルトの少なくとも１つとの
混合物が含まれる。
【００３２】
　本発明との関連で使用することができるアスファルトの代表的実施態様を示すためにＡ
Ｃ－ｘｘグレード化システムを用いることは例として挙げられており、アスファルトのタ
イプをこの特定のグレードに限定するつもりはない。ＰＧグレードなどの他の表示に従い
特徴付けられたアスファルトもまた、本発明の炭化水素をベースにした材料の範囲である
と考えられる。更に、ビチューメン及びギルソナイトなどの物質もまた、本発明との関連
で炭化水素をベースにした材料の例と考えられる。
【００３３】
　本発明の舗装用バインダーはまた、その他の炭化水素をベースにした材料（可塑化硫黄
混合物に加えられ、アスファルトが多数成分である）を用いて製造することができると考
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えられる。これらの炭化水素をベースにした材料には、例示であって限定ではないが、ア
スファルトとトール油ピッチとの混合物、アスファルトと環状飽和炭化水素との混合物、
アスファルトと環状不飽和炭化水素との混合物、アスファルトと多環式飽和炭化水素との
混合物、アスファルトと不飽和多環式炭化水素との混合物、及びアスファルトとタールと
の混合物から得られる製品が含まれる。
【００３４】
　本発明の舗装用バインダー配合物の成分として考えられる他の炭化水素をベースにした
材料には、限定ではないが、上記のアスファルトの少なくとも１つと、高分子材料又は重
合可能材料（可塑化硫黄混合物に加えられ、アスファルトが多数成分である）との混合物
の製品が含まれる。このような高分子材料又は重合可能材料の例には、例示であって限定
ではないが、スチレンモノマー（ビニルトルエン）、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥ
Ｔ）、エチルビニルアセテート（ＥＶＡ）、Ｅｘｘｏｎ１０１、及びＥｘｘｏｎ１０３（
それらは、専売品である）、又は他のビニル芳香族化合物が含まれる。
【００３５】
　本発明の舗装用バインダー配合物の成分として考えられる更に他の炭化水素をベースに
した材料には、ほんの一例として、上記のＡＣアスファルトの少なくとも１つと、少なく
とも１つの複素環化合物（フラン、ジヒドロフラン、及びこのような複素環化合物の誘導
体など）との混合物の製品（可塑化硫黄混合物に加えられ、アスファルトが多数成分であ
る）が含まれる。フラン及びジヒドロフランに加えて、これらの複素環化合物には、フル
フラール及び３－（２－フリル）アクロレインが含まれる。
【００３６】
　本発明の舗装用バインダー配合物の成分として考えられる他の炭化水素をベースにした
材料には、上記のＡＣアスファルトの少なくとも１つと、少なくとも１つの脂肪族、オレ
フィン又は芳香族物質との混合物の製品が含まれる。
【００３７】
　可塑化硫黄と炭化水素をベースにしたアスファルト材料とを混ぜ合わせて所望のバイン
ダー又は最終製品を製造するために、可塑化硫黄及びアスファルトの両方を単に液化して
骨材と混合すべきである。この可塑化硫黄とアスファルト及び骨材との混合及び液化は、
殆ど任意の混合順序で達成することができる。例えば、可塑化硫黄とアスファルトとを組
み合わせ、次いで、硫黄－アスファルトバインダーと骨材とを組み合わせることによって
、並びに、最初にアスファルトと骨材とを組み合わせ、次いで可塑化硫黄を組み合わせる
ことによって、並びに、一度に３つの要素全てを組み合わせることによってそれを達成す
ることができる。
【００３８】
　アスファルトが比較的入手可能な場合、可塑化硫黄を特定の場所に輸送してアスファル
トと混合し、所望の舗装用材料を製造することができる。典型的には、可塑化硫黄は、５
０％よりあまり多くない(not much more than)重量パーセント濃度でアスファルトに加え
られ、現在の好ましい実施態様では、可塑化硫黄は、最終バインダー材料の約２０％～６
０％を構成する。２０％未満の濃度の可塑化硫黄では、アスファルトの強度をほとんど増
強せず又はアスファルトをほとんど改変しないと一般に考えられ、又は認識されているが
、必要なアスファルトの量を増やすために、可塑化硫黄は２０％未満の濃度でなお利用さ
れ得る。
【００３９】
　アスファルトを加熱して液状にし、液化アスファルトと骨材とを混合することができる
典型的な加熱混合プラントの構成要素によって、固体の可塑化硫黄粒子を単にアスファル
ト中に加えて所望の最終舗装用バインダーを製造することが可能になることを当業者であ
れば認識するだろう。更に、本発明の範囲は、所望のバインダーを製造するために、可塑
化硫黄を、所定のアスファルトと共に使用される他の添加剤及び／又は改変剤と併せて使
用することに更に拡張される。
【００４０】
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　可塑化硫黄の別の使用は、アスファルトなどの追加材料を全く必要とせずに完成バイン
ダー組成物それ自体を直接骨材に加えることができる、完成バインダー組成物の製造にお
いてである。この完成バインダー組成物は、他と比べてより離れた場所（アスファルト、
より詳細には高品質アスファルトの供給が容易に受けられない場所、又はアスファルトの
輸送が困難である場所）での適用に特に有用である。この完成バインダー組成物を製造す
るために、可塑化硫黄を多数成分として、アスファルト及び微細無機成分と混合して、必
要な加熱混合特性を有する最終の硫黄が豊富な舗装用バインダーを製造することができる
。この硫黄が豊富な舗装用バインダーはまた、任意の所定の場所に有効に輸送することを
可能とする、広範囲の周囲温度内の温度で非粘着性及び非流動性を有する。
【００４１】
　図２に模式的に示すように、本発明のこの硫黄が豊富な舗装用バインダーを製造する工
程の１つの可能な実施態様は、アスファルト（タンク２００から）及び微細無機成分（タ
ンク２０２から）最初に混合するための装置の構成をタンク２０４に示す。次いで、可塑
化硫黄（インプットパイプ２０６から）がアスファルト／無機成分を混ぜ合わせた物に導
入され、最終製品がタンク２０８中で混合されることができる。可塑化硫黄は、図１の混
合タンク１０２から直接導入されるか、又は、固体の若しくは再液化した可塑化硫黄粒子
であってもよい。各段階での混合は、各混合物中の成分が徹底的に相互分散(interdisper
se)するのに十分な程度まで行われる。一旦完了すれば、最終の硫黄が豊富な舗装用バイ
ンダー材料は、図１を参照して上述したのと同一又は類似の工程により固体粒子にするこ
とができる。
【００４２】
　本発明の他の実施態様では、可塑化硫黄、アスファルト及び微細無機成分を、一緒に同
時に混合する。材料の導入順序にかかわらず、アスファルトと可塑化硫黄とを液化して十
分に混合するためには、成分の徹底的な混合及び相互作用を確保するために十分な時間、
約９３℃（約２００°Ｆ）～約２０４℃（約４００°Ｆ）の温度範囲で、適切な容器中に
おいてこれらの材料を加熱及び維持する必要があることを当業者は認識するであろう。よ
り好ましくは、硫黄、アスファルト及び微細無機成分を適切な容器又は装置中で一緒に混
合する温度範囲は、約１２１℃（約２５０°Ｆ）～約１６０℃（約３２０°Ｆ）の温度範
囲内である。最も好ましくは、温度範囲は、約１３２℃（約２７０°Ｆ）～約１４９℃（
約３００°Ｆ）である。これらの範囲の混合温度はまた、混合ユニット２００中で成分を
混合する温度にも適用される。組成物、及び成分の特徴に依存して、このバッチ様式での
混合は約１５分間かかり、いずれの場合にも、成分を混合物中で徹底的に相互分散させて
ゲルが形成するまで混合を行う。
【００４３】
　フライアッシュは、粉砕瀝青炭を燃やす発電所中で廃棄物として得られる微粉化無機残
渣である。石炭を消費する発電所は、米国におけるフライアッシュの主要な産出地である
。これらのプラントは、毎年莫大な量のフライアッシュを処分する必要があり、それは、
電気の製造コストを増大させ、また処分問題を発生させる。本発明の舗装用バインダー及
び製造方法は、石炭の燃焼によって電気を発生させるプラント内で製造されるフライアッ
シュを有効に取り入れ、フライアッシュを舗装用バインダーの成分として用いる。フライ
アッシュは、本発明の舗装用バインダーの好ましい微細無機成分であるが、最終の舗装用
バインダーもまた、シリカをベースにした材料などの別の微細無機成分と共に、並びに特
にシリカ材料と共に、及びフライアッシュとシリカ材料との混合物と共に、本発明の方法
に従い製造することができる。広範囲の粒子サイズを有する微細無機成分を本発明の舗装
用バインダー及び製造方法において使用することができるが、例示であって限定ではない
が、シリカ粉末などの、メッシュ数が２００又はより細かいシーブを通過する画分を特徴
とする粒子サイズが好ましい。このような微細無機成分の例は、Ａ型シリカ材料、Ｆ型シ
リカ材料、Ｆ型フライアッシュ、及びカオリンなどのセラミック粘土である。
【００４４】
　このような最終の硫黄が豊富な舗装用バインダー材料は、少なくとも６０％の可塑化硫
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黄及び少なくとも１０％のアスファルト及び少なくとも１０％の微細無機成分を含有する
であろう。現在の好ましい実施態様では、７０％可塑化硫黄、１５％アスファルト及び１
５％フライアッシュの組成が、所望の結果を生じることが見出された。一旦可塑化硫黄、
アスファルト及びフライアッシュを徹底的に混ぜ合わせれば、図１に既に記載したように
、この最終舗装用バインダー材料それ自体を任意の所望の固体粒子に成形することができ
る。再度言うが、バッチ工程は図２に示されているが、連続工程もまた本発明の範囲内で
あることを当業者は認識するであろう。更に、図２に示されている実施態様は、アスファ
ルトと微細無機成分とを最初に混合し、その後に可塑化硫黄を添加する工程を使用するが
、これらの成分の混合順序は本発明では重要でなく、これらの成分を異なる順序で一緒に
混合しようと、全部を一緒に同時に混合しようと、同一タイプの製品が製造されるであろ
う。
【００４５】
　当然のことながら、循環する流体のレオロジーにより、循環を引き起こす又は容易にす
るような装置が必要である場合、図１及び２に示される図の中の材料の流れ線は、実際に
は、オーガーシステム又は等価な装置によって具体化される。更に、図１及び２に描かれ
た実施態様における材料の流れ線の連結は、当技術分野で公知である適切なポートによっ
て構築される。例えば、混合ユニット２０４中で製造される流体混合物を、通常の渦式注
入ポート(vortex injector port) によって液体の可塑化硫黄の中に供給してもよい。
【００４６】
　可塑化硫黄材料のサイズを更に制御し及び画一化するための、圧縮成型装置、破砕装置
、粉砕装置及び他の装置の適切な組合せを、図１に示されるコンベヤー１５２及び冷却系
１６０の代わりに、又はそれらに加えて提供することができる。
【００４７】
　本発明の固体可塑化硫黄粒子又は最終の硫黄が豊富な舗装用バインダー材料のいずれか
を製造する工程の１つの実施態様では、冷却系１６０（図１に示す）は、コンベヤー１５
２によって運ばれるときにタンク１０２又は２０８中で製造された流体の供給温度を下げ
る、水浴及び水まき系などの水流系を含む、水をベースにした冷却系である。１つの実施
態様では、水をベースにした冷却系は、冷却水が、可塑化硫黄又は最終の硫黄が豊富な舗
装用バインダー組成物のいずれかと実質的に直接接触しないように設計されている。この
設計は、例えば、タンク１０２又は２０８で得られる可塑化硫黄又は最終の硫黄が豊富な
舗装用バインダー組成物のいずれかをコンベヤーに沿って循環させ、それゆえコンベヤー
の外側の底部分が冷却水と接触することによって達成することができる。次いで、熱は、
コンベヤー内のバインダー組成物から、コンベヤーの材質を介して冷却水に移される。本
発明に関連して使用されるコンベヤーの例には、Ｕ形コンベヤー、フラットコンベヤー、
ステンレススチールベルトコンベヤー、及びゴムコンベヤーが含まれる。更に、冷却系の
一部として、１個のファン又は複数のファンを使用することもできる。冷却系の特定の実
施態様、及び、いかにして可塑化硫黄又は最終舗装用バインダー組成物のいずれかをタン
ク１０２又は２０８からそこに供給するかに依存して、固化は典型的には、約１分間～１
０分間で達成される。
【００４８】
　本発明の１つの実施態様では、タンク１０２又は２０８で製造された流体の供給は、固
体粒子をペレットの形態で製造するために、パレタイジングドラムユニット(palletizing
 drum unit)などのパレタイジングユニットに送られる。
【００４９】
　本発明に従って製造される可塑化硫黄粒子の実施態様は、約７７℃（約１７０°Ｆ）未
満の温度で優れた非流動性挙動を有し、約７９℃（約１７５°Ｆ）ほど高い温度でも、本
発明の舗装用バインダーの、パステル、スレート、ペレット又は他の形態などの個々のユ
ニットの凝集は観察されなかった。本発明の舗装用バインダーの融点は、各実施態様の組
成に依存するが、融点は一般に約９３℃（約２００°Ｆ）より高い。
【００５０】
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　図２に示される、可塑化硫黄が本発明に従って製造される製品組成物全体の大部分を構
成する、最終の硫黄が豊富な舗装用バインダーの実施態様は、約７７℃（約１７０°Ｆ）
未満の温度で優れた非流動性挙動を有し、約７９℃（約１７５°Ｆ）ほど高い温度でも、
本発明の舗装用バインダーの、パステル、スレート、ペレット又は他の形態などの個々の
ユニットの凝集は観察されなかった。本発明の舗装用バインダーの融点は、各実施態様の
組成に依存するが、融点は一般に約８２℃（約１８０°Ｆ）より高い。
【００５１】
　本発明の組成物及び方法に従って製造された可塑化硫黄又は最終の硫黄が豊富な舗装用
バインダー組成物は、舗装用途に将来使用するために貯蔵することができる、高強度で、
耐久性のある、低コストの製品である。本発明の可塑化硫黄又は最終の硫黄が豊富な舗装
用バインダー組成物は、周囲温度に冷却すると骨材混合物において高強度を達成し、その
強度は、老朽化で更に増す。老朽化で強度がこのように増すことの可能な説明は、材料中
の固体状態核形成及び硫黄結晶の成長に基づくと考えられる。更に、これらの材料の可塑
剤効果は、結晶（その存在が、このような結晶と共にバインダーが組み込まれた舗装に悪
影響を与える）の発達を妨害すると考えられる。
【００５２】
　本発明の可塑化硫黄又は最終の硫黄が豊富な舗装用バインダー組成物の実施態様の強度
は、固化によって既に非常に高く、一般的には、固化後約２４時間の期間後、極限強度の
約８０％に達する。生じた強度により、本発明の舗装用バインダーの種々の実施態様を高
さ約１２ｍ（４０フィート）までストックパイルとして貯蔵することが可能になる。
【００５３】
　本発明の可塑化硫黄又は最終の硫黄が豊富な舗装用バインダー組成物の実施態様の強度
はまた、熱亀裂に対して優れた抵抗性を提供する。以下でより広範に議論するように、熱
亀裂は、０℃近傍及び未満の温度で顕著な故障モードであり、熱亀裂に対する舗装抵抗性
は、舗装の製造に使用されるバインダーの熱亀裂に対する抵抗性に大部分依存する。本発
明の舗装用バインダーの高い内部強度故に、本発明の舗装用バインダーを組み込む舗装の
熱亀裂に対する抵抗性もまた高い。
【００５４】
　本発明の可塑化硫黄又は最終の硫黄が豊富な舗装用バインダー組成物は、通常の加熱液
体状態の代わりに本明細書で先に議論した任意の１つの固体形態で製造され、加熱混合プ
ラントに送達される。本発明の最終の舗装用バインダー組成物の実施態様はまた、ドラム
加熱混合プラントの中のリサイクルアスファルト舗装カラーにより、又はバッチ工程の加
熱混合プラントの中の土こね機によりそれらを導入することにより、加熱混合プラントに
おいて使用してもよく、それ故に加熱アスファルトの貯蔵及び加熱の必要性が減少する。
その結果として、加熱アスファルトからの放出もまた減少する。
【００５５】
　本発明の組成物及び製造方法により、別の方法では処分問題を提起するフライアッシュ
及び硫黄の供給の有効利用が可能になる。例えば、硫黄は、他の製造方法のために環境規
制及び環境仕様に従う燃料を提供するために得られる、石油精製及び天然ガス処理の副産
物である。回収硫黄の生産は、過去２５年間にわたって着実に増加しており、現在、硫黄
の供給と需要との間に不均衡が生じつつあり、その結果利用可能な硫黄の過剰をもたらす
。この不均衡及び将来の回収操作故に、そしてアスファルトの価格に関して予測される価
格と対照的に、硫黄の価格は低下傾向をたどるものと予測される。１９７０年以来、回収
硫黄のコストは、アスファルトの価格の５６％未満に留まり、コスト比率は、アスファル
トが硫黄に置き換わる損益分岐点と考えられる。現在、有意な価格差が存在し、回収硫黄
の平均価格はアスファルトの価格の約３５％である。これらの平均価格は、一般的に場所
によって大きく異なる価格を報告する調査から得られる。
【００５６】
　アスファルト及び硫黄の価格並びにそれらのそれぞれ予測される傾向についての上述の
議論により、本発明が、新規形態の舗装用バインダーの組成上の問題及び製造上の問題を
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解決することが示される。この解決は、それが、アスファルト及び硫黄の難点に関する経
済的要因を有利にも利用するようなものである。
【００５７】
　完成可塑化硫黄又は最終の硫黄が豊富な舗装用バインダー組成物製品は、次いで、製造
地又は製造地近傍で、あるいは遠隔地で貯蔵することができ、道路用地でそれを単独で、
又は追加の舗装用材料と組合せて使用することができ、そして、本発明の可塑化硫黄又は
最終の硫黄が豊富な舗装用バインダー組成物を追加の舗装用材料と混合してアスファルト
舗装及び表面処理材料を製造する加熱混合プラントにそれを輸送することができる。アス
ファルト舗装の中で、アスファルトコンクリートは、アスファルトセメントと、徹底的に
圧縮されて均一な高密度の塊になる良いグレードの高品質の骨材との、高品質の徹底的に
制御された加熱混合物である。
【００５８】
　本発明の可塑化硫黄又は最終の硫黄が豊富な舗装用バインダー組成物の実施態様はそれ
ぞれ、これらの実施態様が固体という性質を有し、かつ温度制御システムが欠けているた
めに、貯蔵地で非常に長い貯蔵期間を有する。更に、最終の硫黄が豊富な舗装用バインダ
ー組成物の実施態様は、液体アスファルトの遠隔地への輸送は一般に高価であって困難で
あるので、遠隔地で使用されるバインダーの便利な選択である。本発明の可塑化硫黄又は
最終の硫黄が豊富な舗装用バインダー組成物の実施態様は、例えば、大西洋横断輸送及び
大陸横断輸送により長距離を鉄道、トラック、船舶又は航空機によって便利にも輸送する
ことができる。本発明の可塑化硫黄又は最終の硫黄が豊富な舗装用バインダー組成物の実
施態様は、それらの固体性故にこれらの材料のより安全な輸送を提供し、従って加熱アス
ファルト輸送の流出のリスクが除去される。
【００５９】
　本発明の舗装用バインダーの実施態様の製造において、加熱混合プラントでアスファル
トを改変するために可塑化硫黄を使用することにより、可塑化硫黄とアスファルトとの混
合物によって製造された舗装用バインダーが通常の硫黄で改変したアスファルトより高い
安定性を有する混合物を製造するので、加熱混合設計工程の間の安定性試験の必要性が減
少する。更に、加熱混合中に舗装用バインダー及び他の要素によって導入される成分の継
続的な適合性故に、安定性は、熱冷温度特性を失うことなく経時的に増加し続ける。しか
しながら、加熱混合安定性は、便利に測定することができる設計特性ではない。結果とし
て、Ｍａｒｓｈａｌｌ、Ｈｖｅｅｍ及びＳｕｐｅｒ舗装などの通常の設計を出発点として
用い、加熱混合は典型的には、空隙及び作業性のために設計される。
【実施例】
【００６０】
　これまでに、本発明の代表的な実施態様を開発及び提供するために、多数の可塑化硫黄
組成物が製造され、次いで、種々のタイプのアスファルトと混合されて試験された。以下
は、可塑化硫黄組成物の特定の例、及び可塑化硫黄にアスファルトを加えた（及び、場合
によっては、微細成分材料を加えた）組成物の混合物（これらは、次いで、骨材材料と混
合し、アスファルトセメント及び他の舗装用材料を形成する）の試験である。更に、後述
の性質を有するように設計された実際の舗装用バインダー組成物に基づいた、又は経験に
基づいて該性質を有することが予想される、幾つかの仮説的、又は「予言的」実施例を含
めた。実際の実施例を過去形で記載する一方で、仮説的実施例を現在形で記載して２つの
間を区別する。
【００６１】
実施例１
　硫黄を加熱し、１４０℃（約２８４°Ｆ）の温度で液化した。液化硫黄を０．２５％酢
酸アミル及び０．５％炭素で処理し、約５分以内に、組成物は輝く暗灰色に変化したが、
それは硫黄の可塑化反応の完了を示した。次いで、この可塑化硫黄を約０．６３ｃｍ（約
０．２５ｉｎ）の厚さのスレートに成型した。冷却後、スレートを砕いてそれらの厚さと
ほぼ等しい長さ及び幅を有する形態より大きくない断片とした。ＡＣ－２０アスファルト
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セメント、骨材及び可塑化硫黄を混合し、アスファルトセメントの全体的な組成物は、約
２．７％ＡＣ－２０アスファルトセメント、３．０％可塑化硫黄及び９４．３％骨材を含
んだ。混合物は、５０ブローで、５４００ポンド超の安定性及びフロー１２を有すること
が見出された。
【００６２】
実施例２
　可塑化硫黄を実施例１の記載通りに製造した。ＡＣ－２０アスファルト、骨材及び可塑
化硫黄を混合し、アスファルトセメントの全体的な組成物は、約２．０％ＡＣ－２０アス
ファルト、２．０％可塑化硫黄及び９６％骨材を含んだ。混合物は、５０ブローで、５８
００ポンド超の安定性及びフロー１２を有することが見出された。
【００６３】
実施例３
　可塑化硫黄を実施例１の記載通りに製造した。ＡＣ－１０アスファルト、骨材及び可塑
化硫黄を混合し、アスファルトセメントの全体的な組成物は、約３．０％ＡＣ－１０アス
ファルト、１．５％可塑化硫黄及び９５．５％骨材を含んだ。
【００６４】
実施例４
　可塑化硫黄を実施例１の記載通りに製造した。次いで、７０％可塑化硫黄、１５％Ｆ型
シリカ粉末、及び１５％ＡＣ－１０アスファルトセメントを、約１４０℃（約２８４°Ｆ
）で約３分間一緒に混合し、次いで、約０．６３ｃｍ（約０．２５ｉｎ）の厚さのスレー
トに成型した。冷却後、スレートを砕いてそれらの厚さとほぼ等しい長さ及び幅を有する
形態より大きくない断片とした。この硫黄が豊富な舗装用バインダーとグレード化した無
機骨材とを、約５％の硫黄が豊富な舗装用バインダー及び９５％の骨材の相対量で混合す
る。混合物は、２ブローで、約５０００ポンドの安定性及びフロー約８を有することが見
出された。
【００６５】
実施例５
　硫黄が豊富な舗装用バインダーを、実施例４の記載通りに製造した。この硫黄が豊富な
舗装用バインダーとグレード化した無機骨材とを、約１０％の硫黄が豊富な舗装用バイン
ダー及び９０％の骨材の相対量で混合する。混合物は、２ブローで、約１００００ポンド
の安定性及びフロー約８を有することが見出された。
【００６６】
実施例６
　１４０℃（約２８４°Ｆ）で液化硫黄に０．２５％炭素及び０．１％酢酸アミルを加え
ることによって、可塑化硫黄を製造した。３分たたないうちに、組成物は輝く灰色に変化
し、それは硫黄の可塑化反応の完了を示した。
【００６７】
実施例７
　１４０℃（約２８４°Ｆ）で液化硫黄に１．５％炭素及び１．０％酢酸アミルを加える
ことによって、可塑化硫黄を製造する。３分たたないうちに、組成物は暗灰色に変化し、
それは硫黄の可塑化反応の完了を示す。
【００６８】
実施例８
　７０％可塑化硫黄、１５％フライアッシュ、及び１５％ＡＣ－１０アスファルトを用い
て、硫黄が豊富な舗装用バインダー組成物を実施例４の記載通りに製造した。
【００６９】
実施例９
　１４０℃（約２８４°Ｆ）で液化硫黄に１．５％炭素を加えることによって、可塑化硫
黄を製造する。３分たたないうちに、組成物は暗灰色に変化し、それは硫黄の可塑化反応
の完了を示す。
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【００７０】
実施例１０
　本実施例は、種々のアスファルトセメントのタイプに言及する１連の配合物を記載する
。アスファルト成分がＡＣ－１０又はＡＣ－２０アスファルトである上記実施例において
記載されている組成物について、ＡＣ－１０及びＡＣ－２０アスファルトの代わりに、Ａ
Ｃ－１．７５、ＡＣ－２．５、ＡＣ－５、ＡＣ－３０、ＡＣ－４０、ＡＣ－８０、及びＡ
Ｃ－１２０のグレードのアスファルトの少なくとも１つを上記実施例で記載された濃度で
用いて組成物を製造する。
【００７１】
　本発明は、その思想又は必須の特徴から離れることなく、他の特定の形態で具体化され
てもよい。記載された実施態様は、あらゆる点であくまでも例示的であり、限定的ではな
いものと考えるべきである。従って、本発明の範囲は、上記説明よりもむしろ添付した特
許請求の範囲によって示されている。特許請求の範囲の意味及び均等の範囲の中に入る全
ての改変は、それらの範囲内に包含されるべきである。
【図面の簡単な説明】
【００７２】
【図１】図１は、本発明の舗装用バインダーの製造に使用される可塑化硫黄添加剤材料の
製造方法の１つの実施態様の模式的ブロック図である。
【図２】図２は、硫黄が豊富なバインダー材料の製造方法の１つの実施態様の模式的ブロ
ック図である。
【符号の説明】
【００７３】
１０２　　混合タンク
１０４　　容器
１０６　　容器
１５０　　冷却系
１５２　　コンベヤー
２００　　タンク（混合ユニット）
２０２　　タンク
２０４　　タンク（混合ユニット）
２０６　　インプットパイプ
２０８　　タンク
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